
平成27年10月30日（金）
中板育美

１ 児童虐待予防対策における情報管理システムの強化について
２ 児童福祉司の質の向上と資格化について

社会保障審議会児童部会 新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会

第３回新たな児童虐待防止システム構築検討WG
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資料３

中板委員提出資料
※第２回ＷＧ提出資料と同内容



論点1 児童虐待予防対策の強化にむけて

情報管理システムの整備

（母子保健と児童福祉関連情報の一元化）

母子保健事業および活動のプロパーとして，知り得る情報（つま
り健診情報にとどまらず，そこからキャッチできる子ども発達，親の
精神保健・医療的問題，経済的問題，教育問題など虐待およびそ
の周辺の家族とその予後の判断の基礎がとなる情報）が，個人の
判断レベルで提供されたりされなかったりする状況の改善が必要で
ある。

期待される効果

＊母子保健担当部署と児童福祉担当部署との認識の共有化

発見機能の強化

＊妊娠期からの虐待予防の強化 2



課題
○母子保健活動は，母子健康手帳交付時の面接等を通じて，母親に
なっていく妊婦と出会い，妊娠期から周産期，新生児の家庭訪問
なども行いながら、健全な家族を含めて子育てを支援する役割を
担っている。

○また，健診等に代表される母子保健活動は，虐待に特化したスク
リーニングや親が抱える課題を指摘するためものではなく，虐待
に至る可能性の親子も含めて，継続的に支援を重ね，親のメンタ
ルヘルスを支援し，在宅養育を続けることができるよう支援して
いる。

○しかしながら，発見から虐待と判断するまでの危機意識の持ち方
に差があると，発信/提供される情報にばらつきが生じ，包括的な
視点で早目の予防策につながりにくい側面がある。

その背景には，個人情報保護も含めた組織の考え方や自治体の保
健師等の専門職の考え方に拠る部分も少なくはないと推察する。

このような情報の共有化と情報を統合させた判断の課題は，自治
体における死亡事例の検証等においても再発防止の一策として指
摘されている。
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論点２ 児童福祉の質の向上と資格化
（子ども家庭福祉士あるいは子ども家庭支援専門員;仮称）の
資格化について

児童福祉司に相当する子ども家庭福祉士あるいは子ども家庭
支援専門員の資格化の検討においては，
社会福祉士や保健師、精神保健福祉士、地域で活動をする助
産師は、その背景となる教育内容からみても、資格取得者として
相当ではないか。



看護師97単位+保健師28単位＝125単位（3,000時間以上）

社会福祉士 保健師（保健師は看護師資格も保有）

人体の構造と機能及び疾病（30時間）
心理学理論と心理的支援（30時間）

○総合的かつ包括的な相談援助の理念と方法
に関する知識と技術（相談援助の基盤、理論と
方法 計180時間）

○地域福祉の社会基盤と開発に関する知識と技
術（社会福祉の理論と方法、福祉行財政と福祉
計画等 計120時間）

○サービスに関する知識（社会保障、高齢者に
対する支援と介護保険制度、障害者に対する支
援と障害者自立支援制度、児童や家庭に対する
支援と児童家庭・福祉制度、低所得者に対する
支援と生活保護制度、保健医療サービス、就労
支援サービス、権利擁護と成年後見人制度、更
生保護制度 計300時間）

○実習・演習（相談援助演習150時間、相談援助
実習指導90時間、相談援助実習180時間）

合計1,200時間

【看護師】
○基礎分野（人間と生活・社会の理解1単位）
○専門基礎分野（健康支援と社会保障制度１単位）
○専門分野Ⅰ（基礎看護学、基礎看護学実習計13単位）
【保健師】
○保健医療福祉行政論3単位、疫学2単位

【保健師】
○公衆衛生看護学:公衆衛生看護学概論、個人・家
族・集団・組織支援、組織の支援、公衆衛生看護活動
展開論 14単位
○公衆衛生看護学臨地実習

個人・家族・集団・組織支援実習、公衆衛生看護活動
論等 計5単位

【看護師】
○専門分野Ⅰ（基礎看護学、基礎看護学実習計13）
○専門分野Ⅱ（成人看護学6単位+実習6単位、老年看
護学4単位+実習4単位、小児看護学4単位+実習2単位、
母性看護学2単位+実習2単位、精神看護学2単位+実
習2単位）
○統合分野（在宅看護論４単位+実習2単位）
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用
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社会福祉士と保健師の教育内容（指定規則）について

社会福祉士と保健師の教育内容（指定規則）内容を比較すると、社会福祉士は、福祉や社会制
度、ソーシャルワークの内容が多く、保健師は医学や公衆衛生看護の内容が多い。

※助産師も、指定規則の中に「地域母子保健」の教育内容がある
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保健師になるための科目（看護系大学でのカリキュラム組み立て例）

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

人間のライフサイクルと健康

人間支援援助論

解剖学・生理学・病理学・薬理学・栄養学・疫学

病態学・医療遺伝学

ｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝ論

ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ論

医療と社会福祉学

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ論

ケアリングﾞ論

看護学概論
生活援助技術論
生活援助技術演習
基礎看護学実習

公衆衛生看護学概論

セクシャリティと看護

病棟実習のほかに、健康な子どもの発
達・発育を知るための保育園実習を組
み合わせて実施

成人看護学
母子保健学
老年看護学
精神看護学
家族看護論
在宅看護論

公衆衛生看護展開論
（個人・家族・集団、地域への支援）

保健福祉行政論・保健統計学

看護教育学・看護管理学

公衆衛生看護学実習

（保健所・市町村や保健センター、地域包
括支援センター、社会福祉協議会）

継続家庭訪問実習

産業保健実習

臨地実習

・病院（成人急性、成人慢性、母性、小児、
精神）
・訪問看護ステーション
・養護老人保健施設、養護老人福祉施設
・保育園・幼稚園
・重症心身障害児施設
・精神障害者作業所
・小学校・中学校・高等学校

看護研究

災害看護

国際看護

養護学概説・養護学演習
養護実習
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資格取得の例

大学の教育学部で

養護教諭免許を取得

大学の看護系学部で

養護教諭免許を取得

養護教諭
１種免許状を
取得

同じ教員免許

養護教諭
についての
学習

保健師免許
取得のための

学習

【例１ 養護教諭１種免許】 【例２ 介護支援専門員
（ケアマネージャー）
実務研修受講試験の受験資格】

（１）保健師、看護師、理学療法
士（PT）、作業療法士（OT）、社
会福祉士、介護福祉士、視能
訓練士、義肢装具士、言語聴
覚士（ST）などの資格をもち、
そのうえで高齢者介護などの
実務を５年以上経験した人

（２）上記の資格はないが、老
人福祉施設や在宅介護サービ
ス業などでの実務を５～10年
以上経験した人

看護師免許
取得のための

学習

養護教諭
の学習
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すべての子どもが健やかに育つ社会
「健やか親子２１（第２次） 」

＊２１世紀の母子保健の主要な取組を提示するビジョンであり，国民運動計
画である。
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母子保健法の目的

第一条
この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の
保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理
を明らかにするとともに、母性並びに乳幼児及び幼
児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措
置を講じ、もって国民保健の向上に寄与することを
目的とする。

母子
健康
手帳
交付

妊婦
健診

新生児
訪問（こ
んにち
は赤ちゃ
ん訪問）

4か月

健診

1歳6
か月
健診

3歳児

健診
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ハイリスク妊婦 特定妊婦

一般的に，｢母児のいずれかまたは両者の重大な予後が予想
される妊娠｣と解釈され，以下のような場合と捉えられてい
る。
•母親または胎児が病気になったり死亡したりする可能性が
通常時よりも高い。
•分娩の前後に合併症が発生する可能性が通常時よりも高い。

すでに養育の問題がある妊婦
妊娠の自覚・知識がない
望まない妊娠・妊娠の拒否
経済的に困窮
若年妊婦・性的虐待・レイプ妊娠
こころの問題・知的な課題・アルコール依存
薬物依存などのある妊婦
(結果的に)
妊娠届未提出，母子健康手帳未交付，
妊婦健康診査未受診・受診回数の少ない妊婦

ハイリスク妊婦への支援
妊娠中（だけでなく出産時・出産後）の高血圧・心臓疾患・糖尿
病・貧血などの合併症等を発症した妊婦に対して，専門的なケ
アと治療を提供し，安全なお産を目指す。（WHO)

特定妊婦への支援
産後に子育て困難に陥る可能性を下げるために，妊娠中から支
援(専門的支援含め)を提供し，出産後も虐待のない親子関係を
築けることを目指す

ハイリスク妊婦

（身体医学的
なリスク）

特定妊婦

（社会心理的･
精神医学的リ
スク）

妊婦への支援のあるべき姿
身体的にも精神的にも良好な健康状態で出産し，その後の育児に備えることが可能な状
況/状態
この状態が阻まれている（あるいは阻まれる可能性のある）状態はすべて要支援
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年代 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

保健所 市町村 病院・診療所 介護老人

保健・福祉施設

訪問看護

ステーション

社会福祉施設 居住サービス等 事業所

市町村
26,538

・平成24年度保健師の総数は 57,112人。

・保健師全体の46.5％が「市町村」に所属している。次い
で「病院・診療所」が25.4％、「保健所」が13.1％となって
いる。「事業所」に所属する保健師は、全体の7.2％と
なっている。

病院・診療所
14,513

保健所
7,457

事業所
4,119

看護統計資料集より日本看護協会にて作図

日本の保健師就業者数
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児童相談所で活動をする保健師数

児童相談所に勤務する保健師の業務内容調査より
2011年12月 日本子ども虐待防止学会学術集会茨城大会 抄録Ｐ205
筆頭演者 中板育美（国立保健医療科学院） 共同演者 出石珠美、佐藤睦子、木村美貴子、藤原千秋、塙清美

1.調査方法：全国児童相談所221か所の長と児童相談所に配置されている
保健師126名への自記式質問紙調査

2.調査年月：平成22年5月
3.結 果：保健師からの回答数 119名（94.4％）

①保健師を配置してる児童相談所は84か所（45.2％）で、
そのうち75か所は定数配置。１人配置が76.2％。
また、辞令職名が「児童福祉司」の者は26名（21.8％）。
②児童相談所長等が保健師に期待する役割は「医療機関との
連携・調整」「乳幼児の発育・発達上のリスクチェック」が上位
であった。
③保健師の実際の業務内容は、上記②と相違がなかった。
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平成24年度保健師中央会議（速報値） 厚生労働省健康局がん対策・健康増進課保健指導室

行政の児童福祉部門で活動する保健師数
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平成24年度保健師中央会議（速報値） 厚生労働省健康局がん対策・健康増進課保健指導室 14
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